
平成 29 年度第 1 回 加賀市国民健康保険運営協議会 

 
日時  平成 29 年 7 月 27 日（木） 

19：30～21:00 

会場  市民会館 2 階第 7 会議室 

 

１. 開 会 

２. 挨 拶（健康福祉部長） 

３. 新委員紹介 

４. 審議事項 

（１）平成２９年度の重点審議事項について 

（２）平成２８年度国民健康保険特別会計決算見込について 

（３）国民健康保険制度改革について 

（４）データヘルス計画等の策定について 

（５）その他 

５. 閉 会 



 

 

 

 

 

 

（１）平成２９年度の重点審議事項について 



国保事業の運営に関すること

審議事項 内容

○国保会計の運営

　　・国保会計の予算・決算
　　・国保制度改革に伴う税率改正等

平成30年の県広域化に向け、県から示される納付金や標準税率を参
考に、加賀市の保険税率を決定する。

税率改正の協議の中で、税率の変更等に伴って税負担が増加する被
保険者に対して、国民健康保険事業調整基金を活用し激変緩和措置
を講じるための方法についても検討していく。

○国保・保健事業

　　・特定健康診査等実施計画
　　・保健事業実施計画
　　（データヘルス計画）

現在の計画が平成29年度で終了となるため、平成30年度以降の計
画を新たに策定し、被保険者の健康増進や生活習慣病対策を進め医
療費の適正化を図る。

○国保財政の健全化
　
　・保険者努力支援制度

平成30年度から医療費の適正化に向けた取組等に対する支援制度
が本格化されることに伴い、市としての取組について検討する。

平成29年度加賀市国民健康保険運営協議会における重点審議事項について



 

 

 

 

 

 

（２）平成２８年度国民健康保険特別会計決算見込みについて 



歳入総額 9,744,823 千円
歳出総額 9,414,807 千円 翌年度繰越金   150,000千円（国庫返還金等）
歳入歳出差引額 330,016 千円 単年度収支   180,016千円（基金積増金）

「歳入内訳」 △は減を示す（単位：千円） 「歳出内訳」
予算現額
（Ａ）

前年度比
(％)

予算現額
（Ｃ）

差引額
（Ｄ）-（Ｃ）

前年度比
(％)

1,811,668 96.8% 127,089 △ 4,264 101.7%

1,954,438 90.5% 6,116,237 △ 269,829 95.3%

202,558 58.3% 920,473 △ 2,828 94.6%

2,583,467 111.3% 382,230 △ 53,727 88.2%

450,980 103.2% 2,228,369 △ 126,332 97.6%

2,095,000 94.6% 76,228 △ 23,121 95.5%

930 129.1% 930 △ 291 129.1%

687,915 93.1% 1,000 △ 43 121.0%

90,000 97.8% 47,175 △ 4,489 34.2%

23,775 96.0% 1,000 △ 1,000 -

9,900,731 97.2% 9,900,731 △ 485,924 94.8%

「基金の状況」

810,095 4,918 639 0 815,652

（単位：千円）

平 成 27 年 度 末 平 成 28 年 度 積 立 金 平 成 28 年 度 平 成 28 年 度 末
現 在 高 （ H28.3.31 ） 剰 余 金 積 立 額 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 （ H29.3.31 ）

諸 収 入 29,241 5,466 予 備 費 0

歳 入 合 計 9,744,823 △ 155,908 歳 出 合 計 9,414,807

繰 入 金 679,122 △ 8,793 公 債 費 957

繰 越 金 90,000 0 諸 支 出 金 42,686

共 同 事 業 交 付 金 2,056,225 △ 38,775 保 健 事 業 費 53,107

財 産 収 入 639 △ 291 基 金 積 立 金 639

前 期 高 齢 者 交 付 金 2,585,947 2,480
老 人 保 健 拠 出 金
介 護 納 付 金

328,503

県 支 出 金 463,445 12,465 共 同 事 業 拠 出 金 2,102,037

国 庫 支 出 金 1,791,104 △ 163,334 保 険 給 付 費 5,846,408

療 養 給 付 費 交 付 金 191,127 △ 11,431
後期高齢者支援金
前期高齢者納付金

917,645

△は減を示す（単位：千円）

名　　称
決算見込額

（Ｂ）
差引額

（Ｂ）-（Ａ）
名　　称

決算見込額
（Ｄ）

国 民 健 康 保 険 税 1,857,973 46,305 総 務 費 122,825

 



〔参考〕決算見込みの状況

〔参考〕決算見込みの状況「歳入」 「歳出」

保険税 総務費

国・県支出金 保険給付費

療養給付費交付金 後期高齢者支援金

前期高齢者交付金 介護納付金

繰入金 保健事業費ほか

その他

一般会計からの繰入金 被保険者の健康保持増進の事業費など

延滞金、第三者納付金などの諸収入

各保険者間の医療費の不均衡を調整するための交付金 介護給付費支払いのための納付金

共同事業交付金
基準以上の高額な医療費支払いに対する交付金
（平成27年度から全医療費を対象として算定）

共同事業拠出金
基準以上の高額な医療費支払いのための拠出金
（平成27年度から全医療費を対象として算定）

国保加入者からの税金 国保事業運営の人件費、事務費など

国・県からの負担金、補助金 保険で給付した医療費、出産費、葬祭費など

退職被保険者等医療費に対する交付金 後期高齢者医療制度にかかる医療費の支援金

保険税 
19% 

国・県 

支出金 
27% 

療養給付

費交付金 
2% 

前期高齢

者交付金 
27% 

共同事業

交付金 
21% 

繰入金 
7% 

その他 
1% 

総務費 
1% 

保険給付

費 
62% 

後期高齢

者支援金 
10% 

介護納付

金 
4% 

共同事業

拠出金 
22% 

保健事業

費ほか 
1% 



※被保険者数は３月～２月間の平均人数 　　調定額：市が納税者に対して通知した納付すべき税額のこと
※１人当たり給付費は医科・歯科・調剤・柔道整復等の年間給付費総額 　　収納額：現実に納付された額のこと
  (保険者負担分)を平均被保険者数で除したもの 　　収納率：調定額に対する収納額の割合のこと

286,590円 
292,127円 

296,924円 

318,484円 

337,639円 
343,655円 

21,322人 
20,463人 

19,720人 
18,947人 

18,041人 

16,926人 

240,000円 

280,000円 

320,000円 

360,000円 

400,000円 

440,000円 

4,000人 

6,000人 

8,000人 

10,000人 

12,000人 

14,000人 

16,000人 

18,000人 

20,000人 

22,000人 

24,000人 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

「被保険者数と１人当たり給付費」の推移 

一人当たり給付費 被保険者数 

被保険者数が減少しているが、一人当たり給付費の伸びは毎年確実 
に伸びてるが、H28年度はH27 年度と比較して伸び率が落ち着いた。 
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収納率 百万円 

「調定額・収納額・収納率」の推移 

保険税（調定額） 保険税（収納額） 

収納率は年々向上しているが、被保険者数の減少により保険
税収納額も減少している。 

税率改定 給付費前年度比延び率    (1.93%)     (1.64%)      (7.26%)     (6.01%)     (1.78%) 



〔参考〕被保険者の年次推移

【被保険者の状況】
被保険者世帯数 被保険者数 加賀市の世帯数 被保険者割合

11,611世帯 19,293人 28,916 70,885 40.15% 27.22%

11,265世帯 18,411人 28,779 69,837 39.14% 26.36%

10,856世帯 17,493人 28,856 69,016 37.62% 25.35%

10,285世帯 16,195人 28,969 68,336 35.50% 23.70%
※翌年4月1日現在

【被保険者異動状況】（事由別増減）
転入 社会保険離脱 生活保護廃止 その他増 合計①

445 2,028 50 325 2,924

354 1,909 27 304 2,651

428 1,806 45 291 2,643

381 1,684 17 260 2,387

転出 社会保険加入 生活保護開始 その他減 合計② ① - ②

439 1,895 71 422 3,584 ▲ 660

385 1,853 69 423 3,533 ▲ 882

359 1,818 61 393 3,561 ▲ 918

331 1,943 46 375 3,685 ▲ 1,298

※事由「その他」は主に世帯分離などの住民票の異動に伴うもの

26年度末

26年度 51 6

26年度 138 665

27年度末

（資格取得）

（資格喪失）

25年度

28年度末

28年度 39 6

加賀市の人口 加入世帯割合年度区分

25年度 128 629

25年度末

後期高齢者離脱出生

64 12

後期高齢者加入

69 427年度

死亡

28年度 114 876

27年度 783147
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毎年減少中 



○H26年度H27年度に引き続きH28年度も軽減が拡大されました

2割軽減 ・・・・

5割軽減 ・・・・

7割軽減 ・・・・ 軽減判定所得変更なし（世帯の所得33万円以下）

軽減の実績 （単位：世帯、千円）

2割軽減 5割軽減 7割軽減
H26 11,631 1,394 1,510 3,176 52.27% 308,448
H27 11,199 1,339 1,598 3,201 54.81% 309,738
H28 10,809 1,354 1,604 2,943 54.59% 290,505

※各年度6月当初賦課時
◎平成28年度軽減拡大の効果
（平成27年度基準と平成28年度基準の比較） （単位：世帯、千円）

2割軽減 5割軽減 7割軽減 2割軽減 5割軽減 7割軽減 合計
1,354 1,604 2,943 28,429 82,616 179,459 290,505
1,332 1,566 2,943 28,123 80,473 179,459 288,055

22 38 0 306 2,143 0 2,449
☆算出の値は平成28年度6月当初賦課を基にしたものです

軽減額

5,901
5,841
60

H28軽減基準の場合
H27軽減基準の場合

H28-H27

合計
軽減世帯数

軽減判定所得が1人あたり47万円から48万円に引
き上げられた

軽減判定所得が1人あたり26万円から26.5万円に
引き上げられた

国民健康保険では世帯の軽減基準所得が一定の基準（軽減判定所得）
以下の場合、応益割（均等割・平等割）が軽減されます

平成２８年度国民健康保険税軽減拡大による効果

軽減世帯数国保
世帯数

年度 軽減額
軽減世帯
の割合

3,154世帯 3,176世帯 3,201世帯 2,943世帯 

631世帯 

1,510世帯 1,598世帯 
1,604世帯 

1,606世帯 

1,394世帯 1,339世帯 
1,354世帯 

45.52% 

52.27% 
54.81% 54.59% 
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7割軽減世帯 5割軽減世帯 

2割軽減世帯 軽減世帯の割合 

(年度) 

平成26・27年度に軽減制度の拡大に引き続き、平成28年度も軽減が拡大
されましたが、前年より軽減対象世帯及び軽減額が減少しました。 
ただし、平成27年度と平成28年度の軽減基準の比較では、軽減割合が大
きくなる世帯が60世帯、約250万円の軽減額増となりました。 

(世帯) 



 

 

 

 

 

 

（３）国民健康保険制度改革について 



改革の方向性 

１． 
運営の在り方 

 (総論) 

○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う 

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の

確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、   

市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 

都道府県の主な役割 市町村の主な役割 

２． 
財政運営 
 

財政運営の責任主体 
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 
・財政安定化基金の設置・運営 

・国保事業費納付金を都道府県に納付 

３． 
資格管理 

国保運営方針に基づき、事務の効率化、 
標準化、広域化を推進 

※４．と５．も同様 

･ 地域住民と身近な関係の中、 
  資格を管理(被保険者証等の発行) 

４． 
保険料の決定 
賦課・徴収 

標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表 

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を
決定 

・ 個々の事情に応じた賦課･徴収 

５． 
保険給付 

・給付に必要な費用を、全額、 
市町村に対して支払い 

・市町村が行った保険給付の点検 

･ 保険給付の決定 
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等 

６． 
保健事業 

市町村に対し、必要な助言･支援 
・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい
保健事業を実施  

 （データヘルス事業等） 

改革後の国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割 



国保制度改革の主な流れ  （イメージ）  

～ 平成29年度 平成30年度 

国 

都

道
府

県 

市

町
村 

○ 地方向け説明会の開催  

○ 平成30年度の各市町村

の納付金の額や、標準

保険料率を検討・決定 

都道府県による 
財政運営 

◇ 平成30年度の 

保険料率を検討・決定 

新 

制 

度 

の 

施 

行 

◇ 新システムの導入、現行システムの改修  

◇ 業務体制等の見直し 

◇ 条例改正                          等 

改正法の成立  
(平成27年5月27日） 

◇政省令等の
制定 

○ 地域の実情を踏まえ、 

 ・各市町村の納付金の額

の算定ルール 

・国保の運営方針 

等を検討・決定    

～ 

○ 新システムの設計・開発 

○ 厚生労働省と地方との協議 
（制度・運用の詳細について） 

※27年7月に協議再開 

現場意見 

現場意見 

○ 各都道府県で、

都道府県と市町

村との協議の場

を設置 

○ 低所得者の多い保険者への財政支援 
（＋約1,700億円） 

○ 医療費適正化
等に積極的に取
り組む保険者へ
の財政支援 
（＋約1,700億円） 



項　　　目 内　　　容

医療分・支援分・介護分の賦課方式 ３方式（所得割：均等割：平等割）

（加賀市の賦課方式）
医療分・支援分　４方式（所得割・資産割・均等割・平等割）

介護分　　　　　２方式（所得割・均等割）

応能割・応益割の割合※ 　　　　　　　　　５０　：　５０

応能割内訳（所得割：資産割） 　　　　　　　　１００　：　　０

応益割内訳（均等割：平等割） 　　　　　　　　　７０　：　３０

全体の割合（所得割：均等割：平等割）※ 　　　　　　　 ５０ ： ３５ ： １５

※所得係数β=1の場合。係数βの値により応能割・応益割の割合が変わります。

○ 加賀市国民健康保険税賦課の方向性

・ 算定方式及び所得割、資産割、均等割、平等割の割合は、県が示す標準的な算定方式にあわせる

・ 医療分、支援分は４方式から資産割を除く３方式を検討

・ 介護分は２方式から平等割を加えた３方式を検討

県が示す標準的な税率の算定方式



応能割 応益割

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割　資産割 均等割　平等割

加賀市
（H29）

4方式
（所得割・資産割・均等割・平等割）

43.77% 8.43% 28.26% 19.54%

応能割・応益割
で表すと 加賀市

（H29）
52.20% 47.80%

標準割合
（H30以降）

3方式
（所得割・均等割・平等割）

50.00% - 35.00% 15.00% 標準割合 50.00% 50.00%

1.14倍 - 1.24倍 0.77倍 倍率 0.96倍 1.05倍

グラフで表すと

所得割 資産割 均等割 平等割

（基準所得額に対
する税率）

（基準資産税額
に対する税率）

（加入者一人に
つき）

（１世帯につき）

加賀市
（H29）

8.50% 39.30% 27,300円 31,400円

標準割合
（H30以降）

0%
（廃止）

・ 資産割は廃止、所得割は増加の方向
・ 均等割は増加、平等割は減少の方向
・ 応能割は減少、応益割は増加の方向

税率改正の方向性（医療分）

県が示す標準的な税率の算定方式と現在の加賀市の比較（医療分）

応能割 応益割

倍率（参考）

H29とH30以降を
比較すると

算定方式
応能割 応益割

所得割 

43.77% 

所得割 

50.00% 

資産割 

8.43% 

資産割 

0.00% 

均等割 

28.26% 

均等割 

35.00% 

平等割 

19.54% 

平等割 

15.00% 

0% 50% 100%

加賀市 

（H29） 

標準割合 

（H30以降） 



応能割 応益割

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割　資産割 均等割　平等割

加賀市
（H29）

4方式
（所得割・資産割・均等割・平等割）

44.05% 8.92% 27.64% 19.39%

応能割・応益割
で表すと 加賀市

（H29）
52.97% 47.03%

標準割合
（H30以降）

3方式
（所得割・均等割・平等割）

50.00% - 35.00% 15.00% 標準割合 50.00% 50.00%

1.14倍 - 1.27倍 0.77倍 倍率 0.94倍 1.06倍

グラフで表すと

所得割 資産割 均等割 平等割

（基準所得額に対
する税率）

（基準資産税額
に対する税率）

（加入者一人に
つき）

（１世帯につき）

加賀市
（H29）

2.20% 10.70% 7,200円 8,400円

標準割合
（H30以降）

0%
（廃止）

・ 資産割は廃止、所得割は増加の方向
・ 均等割は増加、平等割は減少の方向
・ 応能割は減少、応益割は増加の方向

県が示す標準的な税率の算定方式と現在の加賀市の比較（支援分）

倍率（参考）

税率改正の方向性（支援分）

応能割 応益割

H29とH30以降を
比較すると

算定方式
応能割 応益割

所得割 

44.05% 

所得割 

50.00% 

資産割 

8.92% 

資産割 

0.00% 

均等割 

27.64% 

均等割 

35.00% 

平等割 

19.39% 

平等割 

15.00% 

0% 50% 100%

加賀市 

（H29） 

標準割合 

（H30以降） 



応能割 応益割

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割　資産割 均等割　平等割

加賀市
（H29）

2方式
（所得割・均等割）

50.69% - 49.31% -

応能割・応益割
で表すと 加賀市

（H29）
50.69% 49.31%

標準割合
（H30以降）

3方式
（所得割・均等割・平等割）

50.00% - 35.00% 15.00% 標準割合 50.00% 50.00%

0.99倍 - 0.71倍 - 倍率 0.99倍 1.01倍

グラフで表すと

所得割 資産割 均等割 平等割

（基準所得額に対
する税率）

（基準資産税額
に対する税率）

（加入者一人に
つき）

（１世帯につき）

加賀市
（H29）

1.60% - 11,700円 -

標準割合
（H30以降）

-

・ 均等割は減少、平等割は新規増の方向
・ 応能割、応益割のほぼ割合は変わらない方向

・介護分は、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者に対して算定されます
・加賀市の介護分は所得割、均等割の２方式
（社会保険や65歳以上の介護1号と同様で平等割は算定されていない）

県が示す標準的な税率の算定方式と現在の加賀市の比較（介護）

倍率（参考）

税率改正の方向性（介護分）

応能割 応益割

H29とH30以降を
比較すると

算定方式
応能割 応益割

所得割 

50.69% 

所得割 

50.00% 

資産割 

0.00% 

資産割 

0.00% 

均等割 

49.31% 

均等割 

35.00% 

平等割 

0.00% 

平等割 

15.00% 

0% 50% 100%

加賀市 

（H29） 

標準割合 

（H30以降） 



H30以降
割合は　↑

H30以降
割合は　↓

区分
加賀市
（H29）

標準割合
（H30以降）

加賀市
（H29）

標準割合
（H30以降）

加賀市
（H29）

標準割合
（H30以降）

加賀市
（H29）

標準割合
（H30以降）

医療 8.50% ↑ 39.30% ↓ 27,300円 ↑ 31,400円 ↓

支援 2.20% ↑ 10.70% ↓ 7,200円 ↑ 8,400円 ↓

介護 1.60% → - - 11,700円 ↓ - ↑

合計
（介護あり）

12.30% 50.00% 46,200円 ↑ 39,800円 ↓

合計
（介護なし）

10.70% 50.00% 34,500円 ↑↑ 39,800円 ↓↓

・ 【上記の表から】
応能割について、資産割は廃止し所得割は引き上げの方向
応益割について、均等割は引き上げ、平等割は引き下げの方向
応能割は減少、応益割は増加の方向

※ 医療、支援、介護の需要額増減により、それぞれの区分全体の引き上げ、引き下げが想定されます

○ 基金の活用
・ 税率改正に伴う税負担の急激な増加を緩和するため、基金を活用する
・ 予期しない給付費増等により財源不足となった場合にも活用する

↑↑
↓↓
（廃止）

・介護分は40歳以上
　65歳未満の方が対象

県が示す標準的な税率の算定方式と現在の加賀市の比較（全体）

（基準所得額に対する税率） （基準資産税額に対する税率） （加入者一人につき） （１世帯につき）

税率改正の全体の方向性（医療・支援・介護）

応能割　　 応益割　

所得割税率 資産割税率 均等割額 平等割額



 

 

 

 

 

 

（４）データヘルス計画等の策定について 



健康診査及び保健指導等保健事業に関する各計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 健康増進計画（かがし健康応援プラン２１）：県･･･義務 市町村･･･努力義務 

  対象：全市民 
 

法律：健康増進法 第 8条 第 9条 

計画の期間：第一次 平成 14年度～平成 23年度（中間評価平成 19年度） 

第二次 平成 25年度～平成 34年度（中間評価平成 29年度） 

 
 

健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向け

て、生活習慣病の発症予防や重症化予防を図る。 

 
 

 データヘルス計画：医療保険者（国民健康保険・全国保健協会・市町村共済組合ほか）･･･義務 

  対象：国民健康保険被保険者全員 
 

法律：平成 26年 3月 国民健康保険法第 82条第 4項 

   保健事業指針の一部改正により策定 

計画の期間：第 1期 平成 27年度～平成 29年度 

日本再興戦略の閣議決定において、“国民の健康寿命

の延伸”を重要な柱として揚げ、全ての健康保険組合

に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入

者の健康保持増進のための保健事業計画として“デー

タヘルス計画”の作成、公表、事業実施、評価等の取

り組む。 
 

 特定健康診査等実施計画：医療保険者･･･義務 

 対象：国民健康保険 40～74歳の被保険者 
 

保健事業の中核をなす特定健診及び特定

保健指導の具体的な実施方法を定める。 

法律：高齢者の医療の確保に関する法律 第 19条 

計画の期間：第 1期 平成 20年度～平成 24年度 

      第 2期 平成 25年度～平成 29年度 

※第二次健康応援プラン 21の中間評価及び第 3期特定健診等実施計画、第 2期データヘルス計画策定を平成 29年度に実施する。 

※特定健診等実施計画とデータヘルス計画とは、相互に連携して策定することが望ましい。 





１．保健事業の実施 
（１）特定健診受診率の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ・特定健診受診率は第 2期最終年の目標値である 60％を目指して 

                                年々高くなっていたが、平成 28年度の見込みは 42％と減少する 

見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） (法定報告） (H29.5暫定）

特定健診対象者数 14,886人 14,848人 14,683人 14,103人 13,783人 13,618人 13,252人 12,683人 12,072人

特定健診受診数（受診率）
3,141人

（21.1％）
4,512人

（30.4％）
4,585人

（31.2％）
5,610人

（39.8％）
5,274人

（38.3％）
5,688人

（41.9％）
5,804人

（43.8％）
5,590人

（44.1%）
5,070 人

（42.0%）

受診率伸び - 9.3% 0.8% 8.6% -1.5% 3.6% 1.9% 0.3% -2.1%

区　　　　分

第１期 第２期



（２）特定健診受診者の内訳 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・集団健診会場での受診者数は平成 24年度より減少している。（Ｈ27 2,452人→Ｈ28 2,347人 △105人） 

・個別健診受診者数（Ｈ27 1,913人→Ｈ28 1,738人 △ 175人）と医療機関からの健診等検査データ提供数（Ｈ27 963人→Ｈ28 737

人 △226人）の落ち込みが大きく、受診者数減少につながっている。 

・人間ドックの受診者数が伸びているため（前年度比＋40人）、医療機関以外の健診等検査データ提供数が増えた。 

・受診率向上のためには、集団・個別受診者数の減少に歯止めをかけること、また医療機関との連携を強化し、医療機関からの健診等検

査データ提供数を伸ばしていく必要がある。 

＜Ｈ28年度 特定健診＞
集団 23会場50回
医療機関 38医療機関（市外2か所）



 
（３）保健指導事業実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年度実績】  

生活習慣病発症予防である特定保

健指導を始め、重症化予防対象者に対

し、薬物療法では治療の効果が得にく

いメタボリックシンドローム保有者

に対し、生活改善に結びつく保健指導

を強化した。 

 また、医療受診結果報告書（医療返

書）を活用し、重症化予防対象者の中

の未治療者に対し、治療に結びつく保

健指導を行った。また、治療中断者や

治療のコントロール不良者に対し、継

続した治療の必要性を確認し、治療効

果を高めるための生活改善につなが

る保健指導を行った。 

【健診後の事後指導の流れ】 

 

 

                       53会場 1,132名参加 

 

 

 

 

健康相談 特定保健指導 保健指導（訪問・面接・電話） 

希望者 930 名実施 ①積極的保健指導 

②動機づけ 

   保健指導 

※別紙参照 

 ①②の健診結果で要医療判定値者に対し、受診状況

確認書（医療返書）を活用し、未治療者（治療中断者）

へは医療につなげ、治療のコントロール不良者へは、

医療機関と連携した保健指導（生活改善）を行う。   

保健指導：465 名/596 名（78.0%）実施 

 医療連携：286 名/596 名(45.0%)実施 

①心電図検査「異常」判定の者 

②以下の検査値の者 

項 目 検査値 項 目 検査値 

収縮期血圧 160mmHg 以上 空腹時血糖 126mg/dl 以上 

拡張期血圧 100mmHg 以上 随時血糖 180mg/dl 以上 

尿蛋白 （＋＋）以上 HbA1c 6.5％以上 

尿蛋白・尿潜血 ともに（＋）以上 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 180mg/dl 以上 
 

 

健康増進    発症予防     重症化予防 

特定保健指導 その他保健指導 情報提供 

健診結果 

健診結果説明会 

健 診 



（４）特定保健指導 
①特定保健指導実施状況の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

内臓脂肪の蓄積や危険因子の重なりから糖尿病等の生活習慣病や心疾患等の発症リスク 

が増大すると言われているが、生活習慣を改善することで予防が可能である。 

 ★平成 27 年度特定保健指導実施率は 80.8%と上昇した。平成 28 年度は 82％を目標としており、現時点での利用率は 88.8%と目標値を

上回っている。利用率向上対策事業に参加した積極的支援者に関しては、途中脱落とならず現在も支援継続できている。 

 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （法定報告） （見込み） 目標

特定保健指導対象者数 428人 548人 565人 631人 518人 513人 469人 454人 445人

特定保健指導利用数(利用率) 160人(37.4％) 114人(20.8％) 276人(48.8％) 318人(50.4％) 298人(57.5％) 391人(76.2％) 349人(74.4％) 383人(84.4％) 396人(89.0％)

特定保健指導実施数(実施率) 143人(33.4％) 101人(18.4％) 227人(40.2％) 264人(41.8％) 241人(46.5％) 358人(69.8％) 325人(69.3％) 367人(80.8％) 365人(82.0％)

83.0%

区　　　　分

第１期 第２期

 

区　　　　分 総数 積極的支援 動機付け支援

特定保健指導対象者数 436人 113人 323人

特定保健指導利用数
(利用率)

387人(88.8％) 85人(75.2％) 302人(89.1％)
 

特定保健指導利用率進捗状況  （H29.3.31 時点） 

参加人数

メタボリックシンドローム改善に
効果的な運動体験

6名

タニタ食堂メニューを利用した
食事体験

16名
 

平成 28 年度利用率向上対策事業実施状況 

 

特定保健指導実施率の推移 



２.　その他の保健事業

H25.7 H25.11 H26.3 H26.7 H26.11 H27.3 H27.7 H27.11 H28.3 H28.7 H28.11 H29.3 H30.3 H33.3

45.3% 49.1% 51.3% 52.6% 56.5% 58.2% 61.5% 64.0% 66.2% 68.7% 71.5% 72.6% 80.0%

27.0% 30.1% 32.1% 32.1% 37.2% 40.1% 43.3% 46.5% 49.1% 47.7% 50.5% 51.3%

※置き換え率は、後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を分母とした後発医薬品の数量シェアとなります。

◎禁煙外来助成事業の状況

平成27年度 平成28年度

対象者数

助成額

◎ジェネリック医薬品の利用状況 

平成25年度 平成26年度 平成28年度

368人 295人 358人受検者数

置き換え率
(数量ベース)

(金額ベース)

※置き換え率の目標値は、H27.6の閣議決定によりH29年央に70％以上とするとともに、H30年度から32年度末のなるべく早い時期に80%と定められました。（以前はH30.3末までに60%）

5人

41千円

平成27年度

341人

11,069千円

◎人間ドック助成事業の状況

助成額 78千円

8人

12,704千円 9,714千円 10,178千円

45.3% 
49.1% 

51.3% 52.6% 
56.5% 58.2% 

61.5% 
64.0% 

66.2% 
68.7% 

71.5% 72.6% 

80.0% 

27.0% 
30.1% 32.1% 32.1% 

37.2% 
40.1% 

43.3% 
46.5% 

49.1% 47.7% 
50.5% 51.3% 

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

H25.7 H25.11 H26.3 H26.7 H26.11 H27.3 H27.7 H27.11 H28.3 H28.7 H28.11 H29.3 H30.3 H33.3

置き換え率 

(数量ベース) 

(金額ベース) 

60.0

新しい目標値 

H32年度末までに80% 

以前の目標値 

H30.3末までに



 

 

 

 

（※国保ツール） 

健康格差の縮小 

短期的な目標 

中長期的な目標 

特定健診・特定保健指導の実施率の向上 特定健診受診率 H20：21.1％→H27：44.1％ 特定保健指導実施率 H20：33.4％→H27：80.8％ 

 

糖尿病性腎症による新規透析患者数の減少 
H24：18件⇒ H27：10件 

（内、40歳～74歳 H24:16人⇒ H27：７人） 

虚血性心疾患死亡率の減少 

H20：55件⇒ H27：41件 

（内、40歳～74歳 H20:11人⇒ H27：13人） 

脂質異常症の減少 
LDLコレステロール 180mg/㎗ 以上 

治療なし H20：85人（3.5％）⇒H27：130人（3.5％） 

治療中 H20：15人（2.2％）⇒H27：25人（1.3％） 

高血圧の改善 
Ⅱ度高血圧以上 

 治療なし  H20：79人（3.5％）⇒ H27：80人（2.4％） 

治療中   H20：56人（6.2％）⇒H27：94人（4.1％） 

データの分析 
加賀市国保被保険者の特徴 

●高い高齢化率（H27 年度） 28.0％ 
同規模 24.2％・県 23.9％・国 23.2％ 

●国保は他の保険者より所得水準が低い 
 市国保 96.8万円 協会けんぽ 137万円  
●多い入院患者数・病床数（人口千対） 
市 28.2 人・同規模 19.6 人・県 25.2 人・国 18.2 人  
 病床数 市 78.0・同規模 48.3・県 70.6 

介護・医療費の分析 

３．加賀市データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画に基づく実施状況 

医療費が高額となる疾患（データヘルス計画） 
●入院が高額となっている疾患→虚血性心疾患 
費用額は 1億 265万円と全体の 13.0％を占める。 

●長期入院となり高額となる疾患→脳血管疾患 
 費用額は 1億 570万円と全体の 14.3％を占める。 
●長期療養により高額となる疾患→人工透析 
 人工透析患者のうち糖尿病が原因となるのは 
全体の 52.9％で年々上昇している。 

 
介護の状況（H27年度 KDB） 
●高い 1 件当たりの介護給付費 
 加賀市：74,110円 同規模：61,436円 
 居宅サービス・施設サービス共に高い。 
●2 号認定者の有病状況をみると、脳血管疾患が
38.9％と最も多い。 

 

健康のための資源 
（受診の機会、治療の機会） 

の公平性の確保 

脳血管疾患死亡率の減少 

H20：87人⇒ H27：66人 

（内、40歳～74歳 H20:18人⇒ H27：9 人） 

 

○重症化が予防できる 
○医療費の伸びを抑制できる 

○重症化が予防できる 
○死亡が回避できる 

未受診者の状況（H27） 
健診・治療なし２，９５５人（23.3％） 

未受診者への受診勧奨（ハガキ・電話・訪問） 
健康管理状況や重症化していないか  
状況把握 

 

糖尿病有病者の増加の抑制 
HbA1c6.5%以上 

治療なし     H20：101人（3.3％） ⇒H27：134人（2.9％） 

治療中（7.0以上) H20：48人（38.7％）⇒H27：252人（32.9％） 

    ⇒治療中者 252 人のうち、半数以上がメタボ 135 人

(53.6％) 

健診結果等の分析 

健診結果の状況（H27 年度 KDB） 
●異常値の者の割合が高い 40～64歳の男性は 
約半数の項目で、女性はほとんどの項目で全国より高い。 
●高いメタボリックシンドローム該当者割合 
メタボ該当者割合 男 27.0%、女 11.9%（同規模(男 25.9%、女 9.8%)） 
メタボ 3項目（血糖・血圧・脂質）とも高い者 7.8％（同規模 5.0%） 
メタボリックシンドローム該当者予備群 (法定報告) 

H20： 40～ 64 歳  男 32.9％女 9.8％   65～ 74 歳男 41.7％女 23.9％                            

H27：40～64歳 男 43.4％女 13.8％  65～74歳男 43.8％女 20.4％ 
生活習慣の状況（H27年度 KDB） 
●不規則な食習慣 週 3回以上の朝食抜きの者は 9.0％（同規模 7.0%）、 
夕食後の間食を摂る者は 13.0％（同規模 11.0%）、 
就寝前に夕食を摂っている者は 16.2％（同規模 14.8％）。 

●高い喫煙率と飲酒 喫煙率 16.0％（同規模 13.3%）、 
1日３合以上飲酒している者 3.7％（同規模 2.4%）。 

●運動不足 １回 30分以上の運動なし 60.4％（同規模 58.5%）、 
  40～64歳 男 68.5％ 女 75.8％ 65～74歳 男 53.1％女 56.5％（健康カルテ） 

1日 1時間以上の運動なし 50.9％（同規模 44.3%） 
個々に合わせた生活習慣改善に 

つながる保健指導実施 

効果が見込まれる優先対象者
に保健指導実施 

メタボリックリックシンドロームの減少 
メタボ該当   H20:454 人(14.5％)⇒H27：1,128人(20.2％) 
（内、H27：治療なし 118人（4.9％）、治療中 1,010人（31.6％）（※国保ツール） 

標準的な健診・保健指導 

プログラム（改訂版） 

図１改変 
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（５）その他 



かわる 

はかる 

うごく 

たべる 

１次募集150名で 
7月スタート！ 

10月２次募集予定 

ウォーキングマップの作成 
 金沢学院大学と 
 ウォーキングコース調査中 

個々に応じた保健指導 
生活習慣病予防セミナー 

ラジオ体操の推進 
ラジオ体操ステーション 
１０か所に看板設置（６月末現在） 

調理実習セミナー 

7月スタート！ 
２月末抽選 

内臓脂肪計 

運動機能分析装置 

体組成計 

骨密度計 

健診 

タニタ監修メニュー 

 

 



健食健歩プロジェクト事業と主な連携団体

NO 事業名 内容 連携するところ
１）健康のまちづくり友好都市連盟加入
目的：健康関連分野に取り組む市町村が、交流・情報交換し、効率的に「健康のまちづくり」を推進する　15自治体

２）健康のまちづくりを考える地区懇談会の開催
健康・介護・医療の分野が連携して、21地区で地区懇談会を開催する

３）健康のまちづくり庁内ワーキングの開催
健康・介護・医療等、関係部署の担当者による、健康のまちづくりを推進するためのワーキングを開催し、連携しながら効率的・
効果的に取り組みを推進する

４）健幸長寿講座の開催
月１回市医療センターKMCホールにおいて、健康・介護・医療に関する啓発普及の場として定期的に講座を開催する。

１）かがし健康応援プラン２１概要版作成

２）生活習慣改善取り組み教材パンフレットの作成
　
１）ウォーキングコースの調査研究（ウォーキングコースの設定）17コース（おおむね地区ごと）

２）ウォーキングマップの作成

３）地区ウォーキング会開催への協力

１）ラジオ体操ステーション認証制度

２）ラジオ体操物品貸与
　　　　（１）ラジオ体操のＣＤ　（２）ＣＤラジカセ

３）正しいラジオ体操教室の開催

5 新保健センター公開行事

健康フェスタ２０１７と同時開催
　　　１）ラジオ体操ステーション看板交付
　　　２）健康相談ブース　血圧、体組成、体脂肪、骨密度等の測定
　　　３）ノルデックウォーキング会
　　　４）運動体験ブース
　　　５）食ブース
　　　６）ステージイベント
　　　７）保育園児の絵画展示
　　　８）キッズコーナー
　

健康福祉部（保健年金課、長寿課・包括、子育
て支援課）
教育委員会（スポーツ課）
経済環境部（農林水産課）
保健推進協議会、食生活改善推進協議会、ス
ポーツ推進委員
シルバー人材センター、かが交流プラザさくら
入居団体
JA加賀等

１）WEBシステムによる健康管理

２）タニタ健康セミナーの開催

３）タニタ監修地元食材を使ったヘルシーメニューの開発

４）行政・民間企業と協働での健幸ポイント事業
ウォーキング・ラジオ体操、健診受診などに参加するとカードにスタンプが押印され、基準達成者は、健康づくり関連の報償を配
布。

１）運動教室の開催　　健康運動指導士による講義と実技

２）大人の食育教室　管理栄養士による講義と調理実習
　３）運動機能低下予防教室　理学療法士等による講義と実技
　

8 その他健康づくり活動

市民主体の健康づくり活動（食生活改善推進員活動、保健推進員活動）
タニタ食堂を活用した保健指導、運動施設利用券の発行
生活習慣病予防講座等
健康グリーンパーク等整備

保健推進協議会、食生活改善推進協議会
運動施設・インストラクター
教育委員会（スポーツ課）

健康福祉部（長寿課・包括）
運動施設・インストラクター

ウォーキングの推進
金沢学院大学
教育委員会（スポーツ課）
スポーツ推進員、保健推進協議会、かがやき
予防塾修了生

4 ラジオ体操の推進

2
かがし健康応援プラン21中間評
価及び推進

健康福祉部（長寿課・包括）
保健推進協議会
（株）タニタ

市内協賛店

3

健康のまちづくり推進

健康福祉部（長寿課・包括・地域医療推進室・
保健年金課）
経済環境部（農林水産課）
教育委員会（スポーツ課）
市医療センター

1

7
市民の生活習慣改善取り組み
推進（運動と食でのアンチエイジ

ング教室の開催）

6 タニタ健康プログラム

健康福祉部（長寿課・包括）
保健推進員協議会



平成２９年度 H30 平成３０年度
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

運営協議会

市の動き

○健康課

○保険年金課

（保険事業）

・法令等

県の動き

・保険料（税）

国の動き

・保険料（税）

　・計画策定

・法令

・税額
・予算

国保制度改革・保健事業等に係るスケジュール

国保証一斉更新
（9月発送）

国保税賦課決定 高齢受給者証更新（7月
発送）
限度額認定証更新

・計画策定

（保健事業） 新 
 

制 
 

度 
 

の 
 

施 
 

行 

運営協議会 
（決算・広域化） 

運営協議会 
（保険税率答申） 

運営協議会 
（平成30年度予算） 
（第3期特定健康診査

等実施計画・第2期

データへルス計画答

申） 

仮係数の提示 
（10月中旬） 

確定係数の提示 
（12月下旬） 

納付金の確定・通

知 

（県から市） 

算定方法の検討 

算定方法を県運営協議会及び市町

へ提示 

仮係数による納付

金の通知 

（県から市） 

条例の改正 

（税率等） 

H30年度予算検討 

条例制定 
（納付金・交付金等） 

基金条例改正 

仮係数での税率検討 
確定納付金での

税率検討 

保険証と高齢受給者証の一体化の検証 

5月 

第1回健康分科会 第２回健康分科会 第３回健康分科会 第４回健康分科会 第５回健康分科会 パブリックコメント 

特定健診・情報提供 

 特定保健指導・重症化予防保健指導(通年）  メタボ改善事業（運動施設5回利用券・タニタメニュー体験） 

未受診者通知 

 ＫＡＧＡ健食健歩プロジェクト ： KAGAタニタ健幸くらぶ・KAGA健幸ポイント・健康のまちづくりを考える地区座談会・ウォーキングの推進・ラジオ体操の推進等  

情報提供強化 

 第3期特定健康診査等実施計画てびき（案）公表予定 ・ 通知等発出  

 第3期特定健康診査等実施計画策定に合わせて、第2期データへルス計画策定（健康増進計画中間評価） 

運営協議会 
（広域化について） 

県の進捗状況等により、開催回数が増える場合があります 


